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これまでＮＰＯ法人にとって統一的な会計基準が無かった中、「市民にとってわかりやすい会計報告」「社会の

信頼に応える正確な会計報告」などを目指し、全国のＮＰＯ法人支援組織が中心となって発足したＮＰＯ法人

会計基準協議会において、「ＮＰＯ法人会計基準」は策定されました。

平成24年4月の改正ＮＰＯ法施行以降、内閣府や各所轄庁が作成するＮＰＯ法人の新しい手引きにおいても、

当会計基準が採用されている現状にあります。ＮＰＯ法人会計基準の基本的な考えを理解し、明確で正確な

会計報告に取り組むためのきっかけづくりとします。ぜひご参加ください。

三重県　ＮＰＯ法人会計基準普及啓発事業

南条　七三子　税理士
（東海税理士会鈴鹿支部）

参加費

講師

無料


